
県営住宅の電気容量変更手続きの流れ：

県営住宅の電気容量変更について

県営住宅の電気容量（アンペア数）を変更したい場合は、「県営住宅電気容量変更届[書類４]」を住宅供給公
社に提出してください。

★許容アンペア数の上限については、各団地・棟ごとに決められています。同じ団地でも棟によってアンペア数
が異なる場合があります。許容アンペア数上限が分からない場合は、住宅供給公社へお問い合わせください。

step

① 書類のダウンロード

step

② 書類に記入

step

③ 住宅供給公社へ送付

★ご希望の電気容量に変更が可能な場合は、入居者様が送付した「県営住宅電気
容量変更届[書類４]」が受付され、住宅供給公社より返送されます。

☆県営住宅電気容量変更届 [書類４]

申請者の記入欄は提出年月日と各書類の太枠内の欄です。もれなくご記入ください。

step

④ 入居者様へ返送

宛先は下記のとおりです。

step

⑤ 電力会社へ依頼 ★受付完了の「県営住宅電気容量変更届[書類４]」を受け取りましたら、入居者様
がご自身で電力会社へ連絡し、電気容量（アンペア数）を変更するように依頼してく
ださい。

営業時間 ８：３０～１７：１５（土・日曜日・祝日を除く）

東部支所
東部支所富士出張所
住宅サービス課
西部支所

静岡県住宅供給公社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

℡（０５５）９２０－２２７１
℡（０５４５）５５－２８１７
℡（０５４）２５５－４８２４
℡（０５３）４５５－００２５

書類の提出先は県営住宅を管轄する住宅供給公社へ送付してください。

〒 430 - 0929

浜松市中央区中央１丁
目１２-１
県浜松総合庁舎９階

静岡県住宅供給公社
西部支所 宛

東部支所住宅サービス課（中部）西部支所

〒 410-0055

沼津市高島本町１-３
県東部総合庁舎

本館２階

静岡県住宅供給公社
東部支所 宛

〒 417-8601

富士市永田町１丁目
１００

富士市役所５階南側

静岡県住宅供給公社
富士出張所 宛

〒 420-0853

静岡市葵区追手町
９-１８

静岡中央ビル９階

静岡県住宅供給公社
住宅サービス課 宛

富士出張所(富士・富士宮）



様式６

      年          月          日

次のとおり電気容量を変更するので、届け出ます。
なお、住宅を返還する際には、原状に回復することを誓約します。

現在の電気容量 アンペア

変更後 の電気容量 アンペア

受付印押印欄

静 岡 県 知 事 様
静岡県住宅供給公社理事長 様

県営住宅電気容量変更届

電話番号

住宅名                               団地                 棟              号室

入居者氏名

書類４




